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議第42号 令和５年度守山市自治振興表彰被表彰者の決定について 

○守山市自治振興表彰規程 

昭和55年9月13日 

守山市告示第46号 

改正 平成19年1月18日告示第6号 

平成21年3月16日告示第41号 

平成23年2月15日告示第18号 

平成23年8月19日告示第198号 

令和3年6月10日告示第313号 

(趣旨) 

第１条 この規程は、市の自治行政の振興および公益の増進に貢献し、かつ功績のあった

者を表彰することについて必要な事項を定めるものとする。 

(被表彰者) 

第２条 この規程により表彰を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する

ものとする。 

(1) 議会議員の職に8年在職し、功績のあった者 

(2) 別表第1に掲げる職に8年在職し、功績のあった者 

(3) 別表第2に掲げる職に6年在職し、功績のあった者 

(4) 別表第3に掲げる職に10年在職し、功績のあった者 

(5) 教育、文化、体育、産業、社会福祉等の振興に寄与し、功績のあった者 

(6) 善行または奇特な行為のあった者 

(7) 公益のため金品を寄附した者 

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めた者 

２ 前項の規定にかかわらず、守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等

に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者については、表彰を受け

られないものとする。 

(平21告示41・平23告示18・令3告示313・一部改正) 

(在職年数の計算) 

第３条 前条第1項第1号から第4号までに規定する者の在職年数の計算については、次の各

号に定めるところによる。 

(1) 在職年数は、その職についた日の属する月から退職の日または表彰の調査期日の属

する月までの期間とする。 
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(2) 在職年数が中断したときは、その前後を通算する。 

(3) 調査期日は、毎年10月1日とする。ただし、特に必要と認める場合は、この限りで

ない。 

(4) 在職年数は、市長が別に定めるものを除くほか、昭和30年1月15日の町村合併以降

その職についたときから起算する。 

(令3告示313・一部改正) 

(表彰) 

第４条 表彰は、感謝状または表彰状を授与して行う。 

２ すでに表彰された者であっても、表彰の区分を異にする場合は、さらに表彰すること

ができる。 

３ 表彰は、随時、個々にこれを行うことができる。 

(表彰者名簿) 

第５条 被表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰者名簿に記載し、永久に保存する。 

(委任) 

第６条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

付 則 

１ この告示は、昭和55年10月1日から施行する。 

２ 第2条第1号から第3号までの規定の適用については、すでに守山市表彰条例(昭和45年

守山市条例第35号)の当該相当規定により表彰された者を除くものとする。 

付 則(平成19年1月18日告示第6号) 

この告示は、平成19年4月1日から施行する。 

付 則(平成21年3月16日告示第41号) 

この告示は、平成21年4月1日から施行する。 

付 則(平成23年2月15日告示第18号) 

この告示は、平成23年4月1日から施行する。 

付 則(平成23年8月19日告示第198号) 

１ この告示は、平成23年8月24日から施行する。 

２ この告示による改正前の守山市自治振興表彰規程(以下「改正前の規程」という。)別

表第1に規定する体育指導委員の職については、改正後の守山市自治振興表彰規程(以下

「改正後の規程」という。)第2条第2号の規定により表彰することができるものとし、改

正後の規程第3条に規定する在職年数にも当該職を通算することができるものとする。 
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３ 改正前の規程の規定により表彰された者は、改正後の規程の規定により表彰されたも

のとみなす。 

付 則(令和3年6月10日告示第313号) 

この告示は、令和3年6月10日から施行する。 

別表第１(第2条関係) 

(平23告示198・令3告示313・一部改正) 

監査委員 社会教育委員 

選挙管理委員会委員 国民健康保険運営協議会委員 

公平委員会委員 学校医 

教育委員会委員 学校歯科医 

農業委員会委員 保育園医 

固定資産評価審査委員会委員 民生委員・児童委員 

中小企業振興資金融資審査委員会委員 消防団員 

公民館運営審議会委員 スポーツ推進委員 

別表第２(第2条関係) 

(平19告示6・一部改正) 

行政事務嘱託員 

農政事務嘱託員 

別表第３(第2条関係) 

(平21告示41・追加) 

健康推進員 
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議第43号 令和５年度守山市学校教育表彰被表彰者の決定について 

〇守山市学校教育表彰要綱 

令和３年11月18日 

守山市教委告示第17号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、学校教育において、優れた成績を収めたものまたは学校教育に顕著

な功績のあるものを表彰し、もって市の教育の推進に資することを目的とする。 

 （園児、児童または生徒の表彰） 

第２条 守山市教育委員会（以下「委員会」という。）の所管に属する幼稚園、小学校また

は中学校（以下「学校園」という。）の園児、児童もしくは生徒またはこれらの者で構成

される団体のうち、学術、スポーツまたは文化芸術等の活動において、優秀な成績を収

めたものがあるときは、これを表彰する。 

 （教職員の表彰） 

第３条 委員会の事務局職員もしくは学校園その他の職員またはこれらの者で構成される

団体のうち、次のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。 

 (1) 学校教育における学術、スポーツまたは文化芸術等の活動において、生徒等を優秀

な成績に導き、多大の功績があった者 

 (2) 学校教育または教育研究において、優れた成果を収めた者 

 (3) 学校教育に多大の功績があった者 

 （学校園の表彰） 

第４条 学校園のうち、次のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。 

 (1) 学校教育または教育研究において、優れた成果を収めたもの 

 (2) 学校教育に多大の功績があったもの 

 （個人または団体の表彰） 

第５条 前３条に規定するもののほか、次のいずれかに該当する個人または団体があると

きは、これを表彰する。 

 (1) 学校教育または教育研究の発展に特に功績があったもの 

 (2) 学校教育に多大の功績があったもの 

 （その他の表彰） 

第６条 前各条に規定するもののほか、その他委員会が特に表彰するにふさわしい業績の

あったものがあるときは、これを表彰する。 

（表彰の方法） 

第７条 表彰は、教育長が賞状を授与して行う。 

（表彰の審査） 

第８条 表彰は、所属長または学校長の推薦に基づき、委員会が審査する。 
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（功績の公表) 

第９条 委員会は、表彰されたもののうち、特に功績の優れたものについて、その功績の

内容を公表するものとする。 

 

   付 則 

 この告示は、令和３年11月18日から施行する。 
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議第44号 令和５年度守山市子ども善行表彰被表彰者の決定について 

○守山市子ども善行表彰に関する規則 

昭和47年5月30日 

教育委員会規則第9号 

(目的) 

第１条 この規則は、子どもたちが心身ともに健やかに成長し、有為な社会人となる動機

づけとして子どもたちが行なった善行をすみやかにほめたたえることを目的とする。 

(表彰方法) 

第２条 善行のあった子どもが判明次第随時に賞詞とバッチを贈りこれを表彰する。 

(表彰審議会) 

第３条 推せんカードに基づき教育委員会に諮ることをもってこれにあてる。 

(その他の事項) 

第４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別にこれを定める。 

付 則 

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。 
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